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山福公告第５号  

 

山鹿市障害者相談支援事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施に

ついて 

 

山鹿市障害者相談支援事業業務委託に係る公募型プロポーザルに参加する者を次の

とおり募集します。 

 

 

   令和８年２月３日 

 

山鹿市長 早 田 順 一   

 
 

山鹿市障害者相談支援事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

(1) 業務名 山鹿市障害者相談支援事業業務 

(2) 業務内容 仕様書のとおり 

(3) 履行期間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） 

 

２ 業務に要する費用（見積限度額） 

委託料の上限額の総額は、７１，４１２，０００円（消費税及び地方消費税を含

む。）で、各年度の委託料の上限額（税込み）は、次のとおりです。なお、参考見積

書の金額が業務に要する費用（見積限度額）を超過した場合は、失格とします。 

令和８年度 ２３，８０４，０００円 

令和９年度 ２３，８０４，０００円 

令和１０年度 ２３，８０４，０００円 

合計 ７１，４１２，０００円 

 

３ 参加資格 

このプロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる事項

を満たす者でなければなりません。 

(1) 山鹿市に、物品購入・役務・賃貸借契約の一般競争入札（指名競争入札）参加

資格審査申請書を提出し、資格者名簿に登録されていること。 

(2) 山鹿市契約に係る指名停止等の措置要綱（平成１７年山鹿市告示第１２２号）

に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ないこと。 
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(4) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に掲げる暴力団及びその利益となる活動を行うものではないこと。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て及び破産

法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。 

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）第７７条第１項の規定による地域生活支援事業及び同法第７７条

の２第１項の規定による基幹相談支援センターの実施にあたり国の定めた地域生

活支援事業実施要綱の相談支援事業実施要領（当該要領の障害者相談支援事業、

基幹相談支援センター及び基幹相談支援センター機能強化事業に係る規定を含

む。）に基づく業務の受託実績がある、又は当該業務に関する十分な知識及びノウ

ハウを有すること。 

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による

指定一般相談支援事業者の一般相談支援事業又は指定特定相談支援事業者の特定

相談支援事業を行う事業所を山鹿市の区域内に有する者 

 

４ 参加意思表明書の提出 

  このプロポーザルへの参加を希望する者は、あらかじめ参加意思表明書を提出し

てください。 

(1) 提出期限 令和８年２月１３日（金）午後５時まで（必着） 

(2) 提出方法 参加意思表明書（様式１）に次の書類を添付の上、提出すること。 

 ア 提案者の事業概要等がわかるもの 

 イ 定款、寄附行為又はこれに類するものの写し 

 ウ 誓約書及び照会承諾書（様式２） 

(3) 参加の辞退 参加意思表明書を提出した後、やむを得ず参加を辞退する場合は、

速やかに参加辞退届（任意様式）を提出してください。 

 

５ 質問の受付 

 参加意思表明書を提出した者は、市がこれを受理した後、このプロポーザルの内

容等に関する質問を次により行うことができます。 

(1) 受付期限 令和８年２月１７日（火）午後５時まで（必着） 

(2) 提出方法 質問書（様式３）に記入の上、提出すること。 

 

６ 企画提案書等の作成及び提出 

(1) 提出書類・必要部数 

ア 業務実施体制回答書及び企画提案書提出届（様式４） 原本１部 

イ 実施体制各種調書及び企画提案書等 原本１部、副本９部 

(ｱ) 会社概要（様式５） 

(ｲ) 業務実績調書（様式６） 
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(ｳ) 従事者の経歴及び実績等調書等 次に掲げる書類 

a 従事者の経歴及び実績等調書（様式７－１） 

b 相談支援専門員の実務経験年数確認表（様式７－２） 

c 職員の人材育成等の方針及び計画（様式７－３） 

(ｴ) 再委託調書（様式８） ※再委託する場合のみ  

(ｵ) 参考見積書及び見積内訳書（各年度分）（任意様式） 

(ｶ) 企画提案書 次に掲げる書類 

a 事業運営の基本方針（様式９－１） 

b 事業実施計画（様式９－２） 

c その他の事業計画（様式９－３） 

d 相談支援事業者としての活動実績及び連携体制（様式９－４） 

e 委託事業の事務所の配置計画（様式９－５） 

f その他の企画提案（任意様式） 

なお、(ｲ)には３(6)に関する事項を、(ｶ)にはこの業務の受託に当たってアピー

ルしたい事項を記載してください。 

 (2) 作成要領 

  企画提案書等は、１部ごとにファイルにまとめ、タイトル及び書類名のインデ

ックスを付すこと。 

 

（タイトルの表示例） 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 提出期限等 

ア 提出期限 令和８年２月２４日（火）午後５時まで（必着） 

イ 提出方法 持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送で提出する場合

は、受取り日時及び配達されたことが証明できる方法とすること。 

 

７ 審査方法 

このプロポーザルの審査は、次のとおりとします。 

(1) 第１次審査（書類審査） 

提出された業務実施体制回答書及び企画提案書を審査基準に基づいて審査し、

高い評価を得た提案者を選考します。ただし、プロポーザルの提案者が少数である

場合は、第１次審査を省略し、第２次審査において提出書類審査及びプレゼンテー

ションによる審査を実施することがあります。 

(2) 第２次審査（プレゼンテーションによる最終審査） 

山鹿市障害者相談支援事業  
業務委託  

企画提案書類  
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第１次審査により選考された者に対し企画提案についてのプレゼンテーション

を実施し、審査基準に基づいて再評価するとともに、プレゼンテーションの内容を

加味して採点し、最も優れている提案者を特定し、その者１者を受託候補者として

選定します。なお、プロポーザルの提案者が１者の場合であっても、第２次審査の

結果、審査点数の合計が満点の６割以上に達したときは、当該プロポーザルの提案

者を受託候補者として選定します。 

(3) 審査結果の通知 

ア 第１次審査 

審査結果を書面で通知します。なお、選考された者のみ、プレゼンテーション

を実施する旨を通知します。 

イ 第２次審査 

審査結果を書面で通知します。 

 

８ 審査基準及び配点 

このプロポーザルは、次の審査基準に基づき審査します。 

(1) 業務実績・技術者 ２０点 

(2) 企画提案の内容・実施体制 ４０点 

(3) 参考見積書 ２０点 

(4) プレゼンテーションの内容（第２次審査時） ２０点 

 

９ 日程 

(1) 参加意思表明書受付期限 令和８年２月１３日（金）午後５時まで 

(2) 質問受付期限          ２月１７日（火）午後５時まで 

(3) 企画提案書等提出期限      ２月２４日（火）午後５時まで 

(4) 第１次審査           ３月 ３日（火）（予定） 

(5) 第２次審査           ３月１０日（火）（予定） 

(6) 結果通知            ３月１３日（金）（予定） 

(7) 契約締結            ３月（予定） 

(8) 業務開始            ４月 １日（水） 

 

１０ 失格事項 

このプロポーザルの提案者又は提出された提案書が、次のいずれかに該当する場

合は、その提案を失格とします。 

(1) 提案書の提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合 

(2) 提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しない場合 

(3) 企画提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行った場合 

(4) プレゼンテーションに出席しなかった場合 

(5) 虚偽の申請を行い、提案資格を得た場合 

(6) 参考見積書の金額が、業務に要する費用（見積限度額）を超過した場合 
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１１ 契約 

受託候補者の選定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意

契約の手続を行うものとします。その際、選定された者は改めて見積書を提出する

ものとします。ただし、当該協議による仕様の変更等が生じた場合を除き、見積りの

総額を変更することはできません。 

 

１２ その他留意事項 

(1) 提出期限以降における書類の差替え及び再提出は認めません。 

(2) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停

止措置を行うことがあります。 

(3) 提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用し

ません。 

(4) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とします。 

(5) 業務実施体制回答書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない

ものとします。なお、やむを得ない理由により変更する場合には、山鹿市と協議の

上、決定するものとします。 

(6) 山鹿市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象

文書となります。ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正

当な利益を害すると認められる情報は不開示となる場合がありますので、この情

報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書により申し出てくだ

さい。なお、本プロポーザルの受託候補者の選定前において、その選定に影響を及

ぼすおそれがある情報については、選定後の開示とします。 

 

１３ 担当部署（提出・問合せ先） 

〒８６１－０５９２ 

山鹿市福祉部福祉課障がい福祉係 担当 野中 

山鹿市山鹿９８７番地３ 

TEL ０９６８－４３－００５２ FAX ０９６８－４３－１１７０ 

E-MAIL fukushi@city.yamaga.kumamoto.jp 
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